
令和６年第３回定例会 通告４番 議席番号１１番 桜井 卓 議員の一般質問参考資料

件名１

（1）行動計画策定の意義について（市長）

（2）目標を設定しなかった理由について

（3）体罰及び不適切指導の防止に向けた取組について

（4）研修の充実について

（5）特別な配慮が必要な子どもとその保護者への支援について

↑

具体性がない

↑

体罰等（不適切指導）への対策がない

北本市子どもの権利に関する行動計画（令和６年度～令和１１年度）



北本市学童保育室の指定期間満了に伴う指定管理者の更新事務について（起業伺い）

令和６年４月２６日起案、５月９日市長決裁

議会での議論は一切考慮されていない？

件名２（１）



北本市学童保育室設置及び管理条例
（指定管理者の指定）
第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいず
れにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(１)～ (４) 略

北本市の公の施設に係る指定管理者制度導入等にあたっての基本方針
⑵ 指定管理候補者選定委員会の設置・運営
ア 指定管理候補者選定委員会を要綱で設置する。
イ 委員会は、指定管理者の指定に関し応募者が提出する事業計画等に
基づき、条例等で定める選定基準に照らして総合的に審査を行う。
ウ 委員会は、施設設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成できると
認められる者を指定管理候補者として選定する。
なお、指定管理申請者が1者であっても審査しなければならない。

北本市指定管理候補者選定委員会設置要綱
（設置）
第１条 北本市が所有する公の施設の指定管理者の候補者（以下「指定
管理候補者」という。）の選定を公平かつ適正に実施するため、北本市
指定管理候補者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(１) 指定管理候補者の選定に関すること。
(２) その他必要な事項に関すること。

（組織）
第３条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱又は任命
する。

(１) 知識経験者
(２) 副市長
(３) 市職員

指定管理者選定委員会委員 Ｒ５．７．１～３年間

（職員５人）
副市長、福祉部長、教育部長、総務部長、政策推進部長

（その他５人） ←知識経験者と言えるのか？
自治会連合会役員（福祉、生活インフラ）
元教育委員（福祉、教育）
税理士（財務）
元北本市職員（行政、福祉、教育、生活インフラ）
商工会会員（経営、労務）

放課後児童健全育成事業に関する知識経験者は誰？

件名２（２）（３）



件名５

北本市地域公共交通会議設置要綱
（所掌事務） 
第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。 
⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項 
⑵ 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 
⑶ 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

運賃改定や運行区域の拡大がなければ会議は開かれないのか？

川越観光自動車

２０２４年９月２４日（火）から減便

①衛生研究所線
  平日７本→平日０本、土休日１本

②桶川工業団地線
  平日１５本・土休日９本→平日４本、土休日０本

③メディカルセンター線
  平日６０本・土休日４３本→平日５４本・土休日４３本

シニアの外出・移動のニーズに関するアンケート調査
北本市社会福祉協議会

現在、生活の上で外出や移動に困っていますか？
  ３～５年後に不安 ４５．４％
  ７～１０年後に不安 １９．１％

どのような外出・移動に困っていますか？
  買い物 ５５．５％
  通院 ６０．７％
  地域活動 ２４．８％



件名３

幹部・管理職

中間管理職

若手職員

厳しい指導

厳しい指導 新たな指導法

『求める人材像』

足りない部分を補う
（個人の総合力）

良いところを伸ばす

能力や適性に合わせて
仕事をやってもらう
（組織の総合力）

？



保育所で医療的ケア児を
受け入れるに当たってどの
ような検討がされているの
か

訪問看護ステーションの活用や近隣自治体と協力した体制づくりも視野に入れ、庁内連携推進会議
等で保育希望のある家族の早期の把握に努め、対応を検討する。医療的ケア児を保育所で受け入れ
るために必要な事務手続について、ガイドラインを定め、対応できるように進める。

学校で医療的ケア児を受け
入れるに当たってどのよう
な検討がされているのか

令和６年度に学齢期を迎える子がいることを把握している。医ケア児の入学に当たっては、看護職員
の配置が必要になる。近隣市町では、看護師を雇用したり、訪問看護ステーションと契約して対応して
いる。本市では、近隣市町の対応を参考に、実態に合った対応を検討している。また、看護師のみでは
対応できない場合を想定し、訪問看護ステーションの情報を集めている。
医療的ケアに係るガイドラインの策定については、医療的ケア児が安心して就学し、学校も安心して受
け入れるために必要なものであると認識をしている。教育委員会としても、総括的な管理体制の整備
を含めた本市の実態に合った対応について検討している。国が実施している学校における医療的ケア
実施体制充実事業について、本市における今後の支援体制の構築に向け、先進事例を参考にしなが
ら、効果的な活用等について検討する。

医療的ケア児の個別避難
計画の作成と避難訓練の
実施について

優先度の高い方から、地域の実情に応じて概ね５年程度で作成に取り組むことが求められており、早
期の作成が必要。令和４年度に１ケースの個別避難計画を作成している。個別避難計画の実効性の
向上につなげるため、避難訓練の実施についても検討する。
医療的ケア児の個別避難計画は、早期に計画の作成に着手することが重要であると考えている。今
後、同意を得ることができた方から、関係機関と連携し、計画の作成に取り組む。

どのような形で個々の医療
的ケア児とその家族のニー
ズを把握し、連絡調整を
行っているのか

令和４年度に『医療的ケア児の支援のための庁内連携推進会議』を設置し、医療的ケア児の支援に
関わる関係課の連携体制を構築し、医療的ケア児の状況及びニーズの把握や情報共有等を行った。
また、障害福祉サービスを利用している医療的ケア児については、相談支援事業所等の関係機関等
と連携し、御家族などのニーズを聞き取った上で最適なサービスを提供している。

件名４
令和５年第２回定例会における桜井卓の一般質問に対する答弁（要旨）
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